
令和７年１１月北本市定例記者会見 次第 

 

 

日時 令和７年１１月２０日（木） 

午前１０時３０分 

場所 会議室３- Ｅ・Ｆ 

 

 

１ 開  会 

 

２ 説  明 

・令和７年第４回北本市議会定例会の議案等について 

・北本市からのお知らせ 

 

３ 質  疑 

 

４ 閉  会 

 

〇配布資料 

・令和７年度一般会計補正予算等の概要（資料１） 

・各種情報提供資料（資料２） 

・スライド資料 

・令和７年第４回北本市議会定例会提出議案一式(輪ゴム止め) 

・各種チラシ 



資料１

1

一般会計（６号） 千円(補正後累計 29,536,208 千円)

介護保険特別会計（３号） 千円(補正後累計 6,549,276 千円)

収入 千円(補正後累計 1,482,545 千円)

支出 千円(補正後累計 1,779,952 千円)

2

（歳出）

ふるさと納税事業 100,000 千円

児童手当の増額 40,440 千円

保育所等賄材料費の増額 2,500 千円

保育所電気料金の増額 820 千円

国・県支出金返納金 48,352 千円

（歳入）

国庫支出金（児童手当負担金） 25,397 千円

県支出金（児童手当負担金） 7,521 千円

寄附金（ふるさと応援寄附金） 100,000 千円

繰入金（財政調整基金） 49,395 千円

諸収入（過年度収入） 9,799 千円

（繰越明許費）

戸籍・戸籍附票標準準拠システム移行事業 1,584 千円

（債務負担行為）

広報きたもと印刷業務 40,186 千円

コンビニ交付システム更新業務 25,240 千円

ふるさと納税推進業務 ふるさと納税推進業務に必要な経費

生活困窮者学習支援業務 8,712 千円

リンクワーカー配置業務 9,525 千円

北本市総合福祉センター管理運営業務 278,557 千円

北本市立ふれあいの家管理運営業務 131,741 千円

乳児用品貸出業務 1,634 千円

北本市地域子育て支援センター管理運営業務 160,549 千円

北本市立児童館管理運営業務 292,675 千円

予防接種ワクチン購入業務 65,333 千円

道路緊急補修・砂利道補修業務 57,000 千円

道路清掃・植栽管理業務 12,000 千円

道路維持基盤整備業務 40,000 千円

北本中央緑地・下原緑地公園管理運営業務 49,990 千円

小・中学校水泳指導民間委託業務 138,801 千円

小・中学校児童生徒健康診断業務（尿検査） 1,651 千円

北本市立こども図書館管理運営業務 208,463 千円

北本市文化センター電気室変圧器等改修業務 52,349 千円

一般会計補正（第６号）の内容

22,900

公共下水道事業会計（１号）

令和７年度一般会計補正予算等の概要

補正予算の規模

192,112

22,900

1,397



 

１ 

第１弾 第２弾 第３弾 

実施日 12 月４日（木） １月 20 日（火） １月 28 日（水）

時間 １２：３５～ １２：２５～ １２：３０～ 

協力店 恋人は麻婆豆腐 ダンデライオン クッチーナ D

取材等受入校 北小学校 西小学校 北本中学校 

実施内容







報 道 関 係 各 位 

 



担当者コメント 

ふるさと納税型クラウドファンディングとは

 



クビアカツヤカミキリの被害を減らしていくには、市民の皆さんの協力が必要ですので、

適切な支援や情報提供をしながら一体になって、クビアカツヤカミキリの防除に努め

てまいります。



 







巻頭記事巻頭記事
国指定天然記念物 石戸蒲ザクラにも被害が発生‼

古木ゆえに狙われる ・ 対策が限られる

　市では石戸蒲ザクラのクビアカツヤカミキリによる被害を防ぐため、今年度は特に見回り
による監視体制を強化していましたが、８月 18日に蒲ザクラの枝からフラスの噴出が見つ
かり、被害が初確認されました。樹木医や県担当者と対策を協議し、翌日には薬剤散布など
を行い、駆除ができました。その後、新たに４か所からフラスの噴出を確認しましたが、全
て初期段階で幼虫の駆除をすることができました。
　市内各所に植えられている蒲ザクラのクローンである「後継樹」への被害が確認されてい
ないことから、本来サクラの中では狙われにくい樹種であると考えられます。しかし、蒲ザ
クラは樹齢800年といわれる老木であり、被害を受けてしまったようです。
　若く健康な樹木であれば有効な対策となる薬剤の樹幹注入は、樹勢の衰えが見られる蒲ザ
クラでは行えません。引き続き、樹勢回復と薬剤噴霧による予防・監視を徹底し、新たな被
害が確認された場合には、スプレー散布による地道な駆除を行っていきます。
　飛来するクビアカツヤカミキリから蒲ザクラを単独で保護する事は困難です。北本のシン
ボルである「石戸蒲ザクラ」を保護するためにも、まち全体での対策にご協力をお願いします。

市内公共施設のサクラ被害状況 ４９８本 １５３２本
クビアカツヤカミキリ※

（ほぼ実寸大）

木が枯れる幹を食害する卵を産み付ける
成虫の発生時期は 6
月～ 8月頃で、幹や
枝の樹皮に産卵する。
一匹のメスが 1,000
個以上産卵すること
もあり、繁殖力が強
い。成虫は越冬せず、
寿命は 2週間～１か
月。

何匹もの幼虫に幹の
内部を食い荒らされ
た木はやがて弱り、
枯死してしまう。枯
死した木は、落枝や
倒木のおそれがある
ため伐採が必要。

孵
かえ

った幼虫は木の中へ
潜り、2～ 3 年かけて
成長する。幼虫は春か
ら秋にかけ、かりんとう
状の「フラス」（フンと木
くずが混ざったもの）を
大量に排出する。

被害を受けるとどうなる？被害を受けるとどうなる？

　埼玉県でのクビアカツヤカミキリ被害は、
平成 25年に初めて確認されてから、令和７
年 3月までの約 12年で、県内 45市町村で
確認されています。クビアカツヤカミキリは
繁殖力が極めて旺盛なため、成虫やフラスを
発見したら、すぐに対処しないと被害が急速
に拡大してしまいます。市民の皆様におかれ
ましては、市内のクビアカツヤカミキリ被害

の状況についてご理解いただき、被害の早期
発見と早期防除にぜひともご協力いただけま
すようお願い申し上げます。

クビアカツヤカミキリの被
害を拡大させないためには、
早期発見・早期防除が何よ
りも大切です。

幹から出る
大量のフラス
（市内）

見つけたらすぐに駆除・対策を見つけたらすぐに駆除・対策を

★�被害が軽度のうちに
対策することが重要。

今、北本の今、北本の
 「サクラ」が危な 「サクラ」が危ないい
クビアカツヤカミキリからサクラを守るためにできること

現在、市内で特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による木の食害が広がりつつあります。
サクラをはじめとしたバラ科樹木を枯らすこの昆虫による被害の状況と、防止策等についてお伝えします。

問環境課環境政策・保全担当（☎ 594-5526）

被害を受け枯れてしまった木※▲
何匹もの幼虫に食われ、穴だら
けになった幹の内部※▶

※写真提供：埼玉県環境科学国際センター

クビアカツヤカミキリとはクビアカツヤカミキリとは

サクラやウメ、モモなどのバラ科樹木に寄生し、木の中を食い荒らす外来昆虫です。特定外来
生物に指定されており、生きたまま「持ち運ぶ」「飼う」「別の場所に放す」などが法律で禁止
されています。被害が進行すると木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしま
す。埼玉県では 63市町村中、45市町村で被害が確認（令和 7年３月末時点）されており、
被害を受け枯死したサクラ等の大規模な伐採等に踏み切らざるをえない地域も出ています。

北本市でもすでに 500 本近い被害が発生北本市でもすでに 500 本近い被害が発生

令和 5年に高尾さくら公園で被害が初確認されて以降、文化センターや総合公園、子供公園
など、市内全域で急速に被害が拡大しています。枯死に至った木も 18本あり、早急かつ継続
的な防除対策が必要です。

体長
2.5～4cm

胸部分が
赤い

時期：６月～８月ごろ 時期：5月～ 10月ごろ

サクラの樹皮の割れ目に
産み付けられた卵※
（長径 1～ 1.5mm程度）

クビアカツヤカミキ
リへの対策は、時期
や 被 害 の 度 合 い に
よ っ て 異 な り ま す。
主な対処を右の図に
まとめました。
市では、時期や被害
木 の 状 態 に 合 わ せ、
各種の防除対策を講
じていきます。

フラスの出ている穴に
薬剤を注入して、孔

あな

の
中に棲む幼虫を駆除

幹に薬剤を注入したり、
薬剤を散布し、その木
を食べた幼虫を駆除

フラスフラス孔孔
こ うこ う

注入注入 樹幹注入樹幹注入
薬剤散布薬剤散布

木を根本から切り倒し
幼虫ごと破砕・焼却。切
り株も伐根するか覆う

被害木の伐倒被害木の伐倒

被害木にネットを巻き、
羽化した成虫の移動を
防止・成虫を直接駆除

ネット巻き ・ネット巻き ・
成虫の捕殺成虫の捕殺

随時随時 重度重度５～10月５～10月 ６～８月６～８月

まち全体でクビアカツ
ヤカミキリの被害を減
らしていくためには、
市民の皆さんの協力が
必要です。フラスや成
虫の発見・防除にご協
力をお願いします。

 環境課

佐藤 健市 課長

フラスや成虫を見つけたらフラスや成虫を見つけたら

直ちに駆除し、市へ報告！直ちに駆除し、市へ報告！

市では、自宅の敷地にある樹
木に被害があった場合、その
所有者に駆除用品を配布して
います。
配布を希望する人は、環境課
窓口またはホームページから
申請を行ってく
ださい。

特に成虫を発見した場合
は、その場で市販の殺
虫剤を噴霧、踏みつぶす
などして駆除してくださ
い。合わせて、専用フォー
ムへ被害状況の情報をお
寄せください。スマート
フォンからも簡単に報告
できます。

自宅の樹木からフラスが出ていたら自宅の樹木からフラスが出ていたら

駆除用品をお渡しします駆除用品をお渡しします

詳細は市ホームページ
をご確認ください。

サクラ・ウメ・モモ・スモモ身近な の木をチェック！

一人ひとりの迅速な駆除が、 北本のサクラを守る力になります。

蒲ザクラの幹で確認されたフラス

薬剤を注入するため、ピアノ線で孔
あな

を清掃

高所の枝へのスプレーによる薬剤注入

埼玉県環境科学国際センター

三輪 誠さん
研究推進室 副室長

報告フォーム

県
内
の
被
害
箇
所
数 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

200

600

800

400

1000

128 206

431 444
598

832 931

フラス※

問文化財保護課（☎ 594-5566）
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北本市定例記者会見

令和７年１１月２０日（木）

1



令和７年第４回北本市議会定例会

招集日 令和７年１１月２７日（木）

議 案 条 例 ４件

事件議決 ７件

予 算 ３件

報 告 ２件

合計１６件
2



主な議案

・第六次北本市総合振興計画前期基本計画について

・公の施設の指定管理者の指定について

3

（総合福祉センター、ふれあいの家、児童館、こども図書館等）

・令和７年度北本市一般会計補正予算（第６号）



令和７年度北本市一般会計補正予算等

補正予算規模

一般会計補正予算（第６号） １億９，２１１万２千円

介護保険特別会計補正予算（第３号） １３９万７千円

公共下水道事業会計補正予算（１号） 収入 ２，２９０万円

支出 ２，２９０万円

資料１

4



一般会計補正予算（第６号）の主な内容

5

（歳出）ふるさと納税事業 １億円

（歳入）寄附金（ふるさと応援寄附金） １億円

資料１



北本市からのお知らせ

6



7

資料２ Ｐ１

市内人気飲食店とのコラボ給食を提供！

時 間

取材等受入校

提供日

トマト麻婆豆腐、

豆乳杏仁風デザート
トマトポトフ、イチゴとみ
かんのクラフティ

ローストチキン丼、ミネスト
ローネ、リンゴのコンポート



8

資料２ Ｐ３
中丸小５年生のオリジナル給食献立！

予定時期

場 所



9

資料２ Ｐ４

クラウド
ファン
ディング
実施期間

対象プロ
ジェクト

ふるさと納税型クラウドファンディング
利用プロジェクト４件がスタート



資料２ Ｐ６

北本のサクラが危ない

市内の
被害状況



イベントのお知らせ
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12

資料２ Ｐ７
第４１回きたもと福祉まつり

会 場

内 容

日 時
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資料２ Ｐ８

場 所

内 容

日 時

人権を守る市民の集い
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資料２ Ｐ９
第２７回北本市郷土芸能大会

会 場

内 容

日 時

費 用

出 演



15


